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自
治
体
訴
訟
手
続

（
３
）
指
定
手
続
等

指
定
代
理
人
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
手
続

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
則
は
長
の
決
裁

と
な
り
ま
す
。
当
該
自
治
体
の
事
務
決
裁
規
程
な
ど

で
専
決
事
項
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
当
該
専
決
権
者
に

な
っ
て
い
る
、
長
以
外
の
部
長
や
課
長
と
い
っ
た
上

席
の
職
員
が
特
定
の
職
員
を
指
定
代
理
人
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
専
決
を
し
ま
す
。

指
定
の
決
裁
が
な
さ
れ
れ
ば
、
指
定
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
証
す
る
指
定
書
（
図
表
１
）
を
作
成
し
て
、

裁
判
所
へ
提
出
し
ま
す
。
ま
た
、
指
定
代
理
人
が
出

廷
す
る
場
合
に
は
、出
廷
の
都
度
、出
廷
者
名
簿
（
図

表
２
）
を
裁
判
所
へ
提
出
す
る
こ
と
が
実
務
上
の
慣

行
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
４
）
指
定
代
理
人
の
現
状

都
道
府
県
や
指
定
都
市
レ
ベ
ル
で
は
、
本
人
訴
訟

や
簡
易
な
民
事
訴
訟
に
は
限
定
し
て
い
る
も
の
の
指

定
代
理
人
の
み
で
訴
訟
遂
行
を
し
た
実
績
を
有
す
る

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
指
定
代
理
人
を
活

用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
代
理
人
と
し
て
弁

護
士
を
併
せ
て
選
任
す
る
自
治
体
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
経
験
や
能
力
を
持
っ
た

職
員
が
い
な
い
、
年
度
を
ま
た
ぐ
事
件
で
あ
る
と
担

当
者
の
異
動
が
あ
る
た
め
引
き
継
い
だ
職
員
の
負
担

が
大
き
い
、
費
用
対
効
果
を
考
え
た
場
合
に
は
弁
護

士
に
依
頼
し
た
方
が
よ
い
、
ど
の
よ
う
な
訴
訟
に
お

い
て
も
弁
護
士
の
専
門
的
知
見
は
必
要
で
あ
る
な
ど

の
考
え
か
ら
で
す
。

弁
護
士
を
訴
訟
代
理
人
と
し
て
選
任
す
る
か
し
な

い
か
は
別
に
し
て
、
や
は
り
、
こ
れ
ま
で
解
説
し
て

き
た
よ
う
に
、
指
定
代
理
人
の
積
極
的
活
用
が
自
治

体
に
お
け
る
組
織
全
体
の
法
務
能
力
の
向
上
に
大
い

に
役
立
つ
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
法
曹
有
資
格
者
を
任
期
付
職

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第55回

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

自
治
体
で
は
、
事
務
執
行
に
伴
い
生
ず
る
様
々
な

訴
訟
や
審
査
請
求
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
前
回
に
続
き
、
こ
う
し
た
対
応
に
必
要

と
な
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

1

自治体争訟における
対応ポイント②
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員
と
し
て
採
用
し
て
い
る
自
治
体
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
う
し
た
職
員
を
指
定
代
理
人
と
し
て
活

用
し
て
い
る
自
治
体
は
、少
数
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、
自
治
体
は
、
こ
う
し
た
有
用
な
法
務
人
材
を

指
定
代
理
人
と
し
て
活
用
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
任
期
付
職
員
が
庁
内
の
法
律

相
談
業
務
や
人
材
育
成
を
主
な
業
務
と
し
て
お
り
、

指
定
代
理
人
と
な
れ
ば
本
来
の
業
務
に
差
し
支
え
る

と
い
っ
た
理
由
が
多
い
よ
う
で
す
。結
局
の
と
こ
ろ
、

任
期
付
職
員
が
訴
訟
手
続
へ
の
関
与
が
少
な
い
の

は
、
そ
も
そ
も
の
任
用
目
的
が
異
な
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

任
用
目
的
以
外
の
理
由
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

訟
務
は
、簡
易
な
訴
訟
や
定
型
的
な
訴
訟
を
除
け
ば
、

訴
訟
手
続
や
理
論
に
明
る
い
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
裁
判
官
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
訴
訟
の

見
通
し
、
和
解
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
相
手
方
代
理
人
と

の
交
渉
な
ど
実
務
に
お
け
る
経
験
値
の
高
さ
が
求
め

ら
れ
る
業
務
で
あ
り
、
豊
か
な
臨
床
経
験
を
有
す
る

顧
問
弁
護
士
や
自
治
体
訴
訟
に
多
く
の
経
験
を
有
す

る
外
部
の
弁
護
士
に
依
頼
す
る
と
い
う
基
本
的
思
考

が
自
治
体
に
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

仮
に
訴
訟
経
験
豊
富
な
任
期
付
職
員
で
あ
っ
て
も
、

当
該
任
期
を
超
え
て
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
訴

訟
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
短
期
に
終
了
す
る
こ

と
が
明
ら
か
な
訴
訟
を
別
に
す
れ
ば
、
訴
訟
へ
の
関

与
を
消
極
的
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
。

な
お
、
自
治
体
に
お
け
る
指
定
代
理
人
の
活
用
状

況
に
つ
い
て
、詳
細
に
つ
い
て
は
、宇
那
木
正
寛
「
大

図表２　出廷者名簿の例

期 日 令和〇年〇月〇日

出廷者名簿

午前 10時 00分

事件番号 令和〇年（行ウ）第◯号

当事者
原告・控訴人 □□ □□

被告・被控訴人 □□市長

□原告 ■被告 □控訴人 □被控訴人 □参加人 （行政庁）

出廷
選任代理人 弁護士 □□ □□

指定代理人 □□市環境部廃棄物課

課長 □□ □□

係長 □□ □□

□□市総務局政策法務課

主任 □□ □□

図表１　指定書の例

令和〇年〇月○日

指定書
所属及びその所在地

□□市□□町 1番 1号

□□市

職・氏名

□□市環境部廃棄物課

課長 □□ □□

係長 □□ □□

□□市総務局政策法務課

主任 □□ □□

以上の者を地方自治法第 153 条第 1項の規定に基づき、被告□□市長

のために下記の事件につき、裁判上の行為を行う職員に指定する。

□□市長 □□ □□　印

記

原 告 □□ □□

被 告 □□ □□

管轄裁判所 □□地方裁判所

事件番号 令和〇年（行ウ）第□号

事件名 産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求事件
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は
、
こ
れ
を
尊
重
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

【
地
方
自
治
法
】

第
96
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
次
に

掲
げ
る
事
件
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
〜
（
11
）　

略

（
12
）
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
当
事
者
で

あ
る
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
、
訴

え
の
提
起
（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁

の
処
分
又
は
裁
決
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
３

条
第
２
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
同
条
第
３

項
に
規
定
す
る
裁
決
を
い
う
。以
下
こ
の
号
、

第
１
０
５
条
の
２
、
第
１
９
２
条
及
び
第

１
９
９
条
の
３
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
係
る
同
法
第
11
条
第
１
項
（
同
法
第
38
条

第
１
項
（
同
法
第
43
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
同
法
第
43
条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告

と
す
る
訴
訟
（
以
下
こ
の
号
、
第
１
０
５
条

の
２
、
第
１
９
２
条
及
び
第
１
９
９
条
の
３

第
３
項
に
お
い
て
「
普
通
地
方
公
共
団
体
を

被
告
と
す
る
訴
訟
」
と
い
う
。）
に
係
る
も

の
を
除
く
。）、
和
解
（
普
通
地
方
公
共
団
体

の
行
政
庁
の
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
普
通
地

方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
係
る
も

の
を
除
く
。）、
あ
つ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁

規
模
自
治
体
お
け
る
法
務
人
材
活
用
の
現
状
お
よ
び

課
題
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
95
巻
４
号
（
２
０
１
９

年
）
98
頁
以
下
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

（
５
）
判
決
後
の
対
応

口
頭
弁
論
が
終
結
し
、
判
決
が
出
た
場
合
に
は
、

内
容
を
検
討
し
、
敗
訴
の
場
合
に
は
、
控
訴
の
検
討

を
行
い
ま
す
。
控
訴
す
る
場
合
に
は
、
判
決
書
の
送

達
を
受
け
て
か
ら
（
初
日
不
算
入
）
２
週
間
と
な
っ

て
い
ま
す
（
民
訴
法
第
２
８
５
条
）。

【
民
事
訴
訟
法
】

（
控
訴
期
間
）

第
２
８
５
条　

控
訴
は
、
判
決
書
又
は
第
２
５
４

条
第
２
項
の
調
書
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
２

週
間
の
不
変
期
間
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
提
起
し
た
控

訴
の
効
力
を
妨
げ
な
い
。

こ
の
た
め
、
必
要
な
準
備
を
し
て
期
限
内
に
控
訴

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
控
訴
は
、
一
審
の

裁
判
所
に
控
訴
状
を
提
出
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
（
民
訴
法
第
２
８
６
条
第
１
項
）。

【
民
事
訴
訟
法
】

（
控
訴
提
起
の
方
式
）

第
２
８
６
条　

控
訴
の
提
起
は
、
控
訴
状
を
第
一

審
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

略
ま
た
、
勝
訴
し
た
か
ら
と
い
っ
て
安
心
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
控
訴
さ
れ
る
場
合
に
備
え
て
準
備
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
手
方
に
控
訴
さ
れ
た
か
ど
う

か
不
明
の
場
合
に
は
、
一
審
裁
判
所
の
書
記
官
室
に

問
合
せ
を
す
れ
ば
控
訴
さ
れ
た
か
否
か
を
教
え
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
６
）
地
方
公
共
団
体
の
訴
訟
と
議
会
の
議
決

地
方
公
共
団
体
の
訴
訟
に
特
有
の
問
題
で
あ
る
議

会
の
議
決
事
項
と
訴
訟
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。
地
方
公
共
団
体
が
訴
え
の
提
起（

2
（

等
を
す
る
場
合

に
は
、
議
会
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
自

治
法
第
96
条
第
１
項
第
12
号
）。
こ
れ
は
、
事
件
の

当
事
者
と
し
て
、
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
紛
争
解
決
の
手
段
の
合
理
性
な
ど
に
つ

い
て
議
会
の
判
断
に
か
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
趣
旨

か
ら
で
す
。

な
お
、
訴
え
の
提
起
の
段
階
で
議
会
の
議
決
を
得

て
お
け
ば
、
敗
訴
し
た
場
合
の
上
訴
に
つ
い
て
は
、

改
め
て
議
会
の
議
決
を
得
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ

て
い
ま
す（

3
（

。
し
か
し
、
議
会
と
執
行
部
と
の
関
係
は

法
令
に
反
し
な
い
限
り
、
慣
行
が
重
視
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
の
で
、
従
来
か
ら
控
訴
に
つ
い
て
も
議
会
の

議
決
を
得
て
い
る
と
い
っ
た
慣
行
が
あ
る
場
合
に



自治体法務研究 2025・春◆ 96

に
関
す
る
こ
と
。

（
13
）
〜
（
15
）　

略

２　

略
な
お
、
議
会
の
議
決
を
得
た
場
合
に
は
、
当
該
事

件
の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
の
議
決
証
明
を
添
え
て
、

控
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

右
の
よ
う
に
、
訴
訟
と
な
れ
ば
、
議
会
の
議
決
が

必
要
な
の
で
す
が
、
応
訴
や
訴
え
の
提
起
で
あ
っ
て

も
他
の
自
治
体
の
行
政
庁
の
処
分
や
裁
決
に
対
す
る

取
消
訴
訟
な
ど
の
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
、

議
会
の
議
決
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
自
治
法
第
96

条
第
１
項
第
12
号
、
参
考
判
例
参
照
）。

【
参
考
判
例　

最
判
平
成
23
・
7
・
27
判
自
３
５
９

号
70
頁
】

※
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
、
自
治
体
が
控
訴
又
は
上
告

を
提
起
す
る
に
は
、
議
会
の
議
決
を
要
し
な
い
と

さ
れ
た
例

「
地
方
自
治
法
96
条
１
項
12
号
は
、「
普
通
地
方
公

共
団
体
が
そ
の
当
事
者
で
あ
る
…
訴
え
の
提
起
」
に

つ
い
て
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
項
と
定
め

て
お
り
、
こ
の
「
訴
え
の
提
起
」
に
は
、
控
訴
若
し

く
は
上
告
の
提
起
又
は
上
告
受
理
の
申
立
て
が
含
ま

れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
同
号
は
、

こ
の
「
訴
え
の
提
起
」
の
う
ち
、
普
通
地
方
公
共
団

体
の
行
政
庁
の
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
抗
告
訴
訟
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
取
消
訴
訟
の
被
告
適
格
を
定
め
る
行

政
事
件
訴
訟
法
11
条
１
項
の
規
定
が
同
法
38
条
１
項

に
よ
り
取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
準
用
さ
れ
る

場
合
を
含
め
て
、
抗
告
訴
訟
の
類
型
の
種
別
を
問
わ

ず
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
項
か
ら
除
外
し

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
の

処
分
又
は
裁
決
に
係
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を

被
告
と
す
る
抗
告
訴
訟
に
つ
き
、
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
が
控
訴
若
し
く
は
上
告
の
提
起
又
は
上
告
受

理
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
地
方
自
治
法
96
条
１
項

12
号
に
基
づ
く
そ
の
議
会
の
議
決
を
要
す
る
も
の
で

は
な
い
。
本
件
の
本
案
訴
訟
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法

３
条
６
項
１
号
所
定
の
義
務
付
け
の
訴
え
に
係
る
訴

訟
で
あ
り
、
上
記
の
抗
告
訴
訟
の
一
類
型
で
あ
る
か

ら
、
抗
告
人
が
本
件
上
告
及
び
本
件
上
告
受
理
の
申

立
て
を
す
る
に
は
、そ
の
議
会
の
議
決
を
要
し
な
い
。

な
お
、
上
記
の
抗
告
訴
訟
に
つ
き
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
が
適
法
な
控
訴
若
し
く
は
上
告
の
提
起
又

は
上
告
受
理
の
申
立
て
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
議

会
が
こ
れ
ら
の
取
下
げ
を
求
め
る
旨
の
決
議
を
し
た

と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
効
力
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
上
告
及
び
本
件
上
告

受
理
の
申
立
て
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。」

こ
こ
で
、
注
意
が
必
要
な
点
が
あ
り
ま
す
。
議
会

の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
な
い
支
払
督
促
の
申
立
て

（
民
訴
法
第
３
８
２
条
）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
申
立
て

に
対
す
る
意
義
の
申
立
て
が
行
わ
れ
民
事
訴
訟
法
第

３
９
５
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
督
促
異
議
の
申
立
て

の
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
議
会
の
議
決
が
必
要
で
す
（
参
考
裁
判
例
参
照
）。

【
民
事
訴
訟
法
】

（
支
払
督
促
の
要
件
）

第
３
８
２
条　

金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
又
は
有
価

証
券
の
一
定
の
数
量
の
給
付
を
目
的
と
す
る
請

求
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
債
権
者

の
申
立
て
に
よ
り
、
支
払
督
促
を
発
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
に
お
い
て
公
示
送

達
に
よ
ら
な
い
で
こ
れ
を
送
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
に
限
る
。

【
民
事
訴
訟
法
】

（
支
払
督
促
の
発
付
等
）

第
３
８
６
条　

支
払
督
促
は
、
債
務
者
を
審
尋
し

な
い
で
発
す
る
。

２　

債
務
者
は
、
支
払
督
促
に
対
し
、
こ
れ
を
発

し
た
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
簡
易
裁
判
所

に
督
促
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
民
事
訴
訟
法
】

（
督
促
異
議
の
申
立
て
に
よ
る
訴
訟
へ
の
移
行
）
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３　

前
２
項
の
規
定
に
よ
る
処
置
に
つ
い
て
は
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
次
の
会
議
に
お

い
て
こ
れ
を
議
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
の
制
定
若
し

く
は
改
廃
又
は
予
算
に
関
す
る
処
置
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
議
案
が
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
速
や
か
に
、
当

該
処
置
に
関
し
て
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
議
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
８
０
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
権

限
に
属
す
る
軽
易
な
事
項
で
、
そ
の
議
決
に
よ

り
特
に
指
定
し
た
も
の
は
、
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
に
お
い
て
、
こ
れ
を
専
決
処
分
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
を
し
た
と
き

は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
こ
れ
を
議

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
指
定
の
例

【（
神
戸
市
）
市
長
専
決
処
分
事
項
指
定
の
件
】

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

１
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
長
に
お
い

て
専
決
処
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
を
次
の

第
３
９
５
条　

適
法
な
督
促
異
議
の
申
立
て
が

あ
っ
た
と
き
は
、
督
促
異
議
に
係
る
請
求
に
つ

い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従
い
、
支
払
督

促
の
申
立
て
の
時
に
、
支
払
督
促
を
発
し
た
裁

判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
簡
易
裁
判
所
又
は
そ

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
訴
え
の

提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
督
促
手
続
の
費
用
は
、
訴
訟
費
用

の
一
部
と
す
る
。

【
参
考
裁
判
例　

最
判
昭
和
59
・
５
・
31
判
時
１
１
２
０

号
37
頁
】

※
支
払
督
促
異
議
の
申
立
て
の
時
に
訴
え
の
提
起
が

あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
議
会
の
議
決

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
例

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
申
立
に
基
づ
い
て
発
せ

ら
れ
た
支
払
命
令
に
対
し
債
務
者
か
ら
適
法
な
異
議

の
申
立
が
あ
り
、〈
旧
〉
民
訴
法
４
４
２
条
１
項
の

規
定
に
よ
り
右
支
払
命
令
申
立
の
時
に
訴
え
の
提
起

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、

〈
旧
〉
地
方
自
治
法
96
条
１
項
11
号
の
規
定
に
よ
り

訴
え
の
提
起
に
必
要
と
さ
れ
る
議
会
の
議
決
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
右
と
同
趣
旨
の
見
解
の
も
と
に
、
本
件
訴
え
は

上
告
人
市
の
議
会
の
議
決
を
欠
き
不
適
法
で
あ
る
と

し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
り
、
原
判
決
に
所
論

の
違
法
は
な
い
。
論
旨
は
、
畢
竟
、
独
自
の
見
解
に

基
づ
い
て
原
判
決
を
論
難
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、法
定
専
決
処
分（
自

治
法
第
１
７
９
条
）
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
や
議

会
の
委
任
に
よ
る
軽
易
な
事
項
（
自
治
法
第
１
８
０

条
）
に
該
当
す
る
場
合
に
も
議
会
の
議
決
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
７
９
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
が
成

立
し
な
い
と
き
、
第
１
１
３
条
た
だ
し
書
の
場

合
に
お
い
て
な
お
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
お
い
て

議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
特
に
緊
急

を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕

が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
又
は
議
会
に
お
い
て
議
決
す
べ
き
事
件
を

議
決
し
な
い
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
は
、
そ
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
１
６
２
条
の

規
定
に
よ
る
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
の
選
任

の
同
意
及
び
第
２
５
２
条
の
20
の
２
第
４
項
の

規
定
に
よ
る
第
２
５
２
条
の
19
第
１
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
の
総
合
区
長
の
選
任
の
同
意
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

議
会
の
決
定
す
べ
き
事
件
に
関
し
て
は
、
前

項
の
例
に
よ
る
。



自治体法務研究 2025・春◆ 98

と
お
り
指
定
す
る
。

（
１
）
目
的
物
の
価
格
が
１
件
５
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
訴
え
の
提
起
、
和
解
及
び
調
停
又
は
不

動
産
（
賃
借
そ
の
他
の
権
原
に
係
る
も
の
を
含

む
。）
の
管
理
上
必
要
な
訴
え
の
提
起
、
和
解

及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
法
律
上
市
の
義
務
に
属
す
る
１
件
５
０
０
万

円
（
自
動
車
事
故
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
30
年
法
律
第

97
号
）
に
よ
る
保
険
金
額
の
最
高
限
度
額
）
以

下
の
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
並
び
に
こ

れ
に
伴
う
和
解
及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

（
３
）
〜
（
５
）　

略

【（
美
馬
市
）
議
会
の
委
任
に
よ
る
市
長
の
専
決
処
分

事
項
に
関
す
る
条
例
】

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

１
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

事
項
は
、
市
長
に
お
い
て
専
決
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
１
）
法
律
上
市
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
額

の
決
定
で
、
当
該
決
定
に
係
る
額
が
１
件

１
０
０
万
円
以
下
の
も
の
並
び
に
こ
れ
に
伴
う

和
解
及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
市
有
の
土
地
、
建
物
及
び
そ
の
従
属
物
の

貸
付
け
及
び
使
用
に
係
る
訴
え
の
提
起
、
和
解

並
び
に
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

な
お
、
地
方
公
営
企
業
に
つ
い
て
は
、
企
業
経
営

の
裁
量
を
広
く
認
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
訴
え
の

提
起
に
つ
い
て
も
議
会
の
議
決
は
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

【
地
方
公
営
企
業
法
】

（
地
方
自
治
法
の
適
用
除
外
）

第
40
条　

地
方
公
営
企
業
の
業
務
に
関
す
る
契
約

の
締
結
並
び
に
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分

に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第

５
号
か
ら
第
８
号
ま
で
及
び
第
２
３
７
条
第
２

項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例

又
は
議
会
の
議
決
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２　

地
方
公
営
企
業
の
業
務
に
関
す
る
負
担
附
き

の
寄
附
又
は
贈
与
の
受
領
、
地
方
公
共
団
体
が

そ
の
当
事
者
で
あ
る
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服

申
立
て
、
訴
え
の
提
起
、
和
解
、
あ
つ
せ
ん
、

調
停
及
び
仲
裁
並
び
に
法
律
上
地
方
公
共
団
体

の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ

い
て
は
、
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
地
方

自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
９
号
、
第
12
号
及
び

第
13
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
７
）
訴
訟
に
係
る
情
報
と
そ
の
提
供

訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
住
民
に
報
道
機
関
を

通
じ
て
情
報
提
供
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
自
治
体
に
お
い
て

そ
の
情
報
提
供
に
対
す
る
考
え
方
が
異
な
る
た
め
、
一

概
に
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
説
明
責

任
を
果
た
す
と
の
観
点
か
ら
当
該
自
治
体
に
お
い
て

住
民
の
関
心
が
高
い
と
思
わ
れ
る
訴
訟
（
住
民
訴
訟

な
ど
）
が
提
起
さ
れ
、
ま
た
そ
の
判
決
が
言
い
渡
さ

れ
た
場
合
に
は
、少
な
く
と
も
そ
の
判
決
の
概
要
は
、

報
道
機
関
な
ど
を
通
じ
て
公
表
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

訴
訟
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
住
民

か
ら
の
多
数
の
反
応
が
予
想
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
対
応
に
つ
い
て
は
、
住
民
、
議
会
、
報
道
機
関

に
事
実
と
は
異
な
る
情
報
が
提
供
さ
れ
た
り
、
提
供

さ
れ
る
情
報
の
量
が
一
部
の
者
に
偏
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
自
治
体
の
広
報
対
応
担
当
者
と
提
供
す
べ

き
情
報
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
こ
と
が

適
切
で
す
。

議
会
に
対
し
て
は
、
議
案
と
な
ら
な
い
場
合
で
も

関
係
の
議
会
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、
応
訴
や
判
決

な
ど
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
は
必
要
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
報
道
機
関
や
事
案
に
高
い
関
心
を
持

つ
議
員
個
人
か
ら
、
判
決
書
の
写
し
の
交
付
を
求
め

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
対
応
と
し

て
は
、
公
文
書
と
し
て
、
当
該
自
治
体
の
情
報
公
開

制
度
に
よ
り
、
組
織
の
意
思
決
定
と
し
て
開
示
す
る

の
が
原
則
で
す
。
個
人
的
に
親
し
い
記
者
や
議
員
で

あ
っ
て
も
、
事
実
上
の
個
人
的
な
手
渡
し
な
ど
の
対

応
は
控
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
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注（
２
）
抗
告
は
「
訴
え
の
提
起
」
に
該
当
す
る
か
。
民
訴

法
第
３
２
８
条
以
下
に
定
め
る
「
抗
告
」
と
は
、
終

局
判
決
（
民
訴
法
第
２
４
３
条
）
以
外
の
裁
判
で
あ

る
決
定
や
命
令
に
対
す
る
不
服
を
申
し
立
て
る
手
続

で
あ
り
、
終
局
判
決
に
対
す
る
上
訴
と
は
別
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
抗
告
」
は
、
判
決
を
求
め

る
「
訴
え
の
提
起
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
訴
え
の
提
起
」
に
は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ

る
。
な
お
、
民
事
保
全
法
に
基
づ
く
仮
処
分
命
令
の

申
立
て
に
お
い
て
も
、
議
会
の
議
決
は
必
要
な
い
と

解
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
松
本
英
昭
『
新
版　

逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
９
次

改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、２
０
１
７
年
）３
７
４
頁
以
下
。

県庁に入った最初の職場の集まりがあった。
とかく群れたがる県職員だが、もう50年以上前か
ら続いているのは珍しい。それも年恰好も職歴もバ
ラバラなのだ。これは、ひとえに当時の広田庶務係
長の人柄と限りなく世話好きな庶務次席の細田による。
90歳を過ぎても矍

かく

鑠
しゃく

たる広田は３年その職場にい
たのだが、そのころの部下がいつまでも慕って毎年
集う。春は花見、夏は暑気払い、秋は旅行、冬は新
年会と年に４回もあるが、世話好きな細田の企画の
面白さもあって飽きずに続いている。
広田係長は定年まで係長だったから、その間に課
長や部長に出世した職員もいる。広田のたっての希
望で冒頭の挨拶は役所らしく一番偉かった者が行う。
部長になったのは、坂上だけだから、以来彼がその
お役目だ。当時は新入職員なので席は末席で代表ス
ピーチだ。百戦錬磨の彼もさすがにぎこちない。
もちろん、会の主役は広田だ。話題はかつての失
敗談やら手柄話で、人事や異動などの生臭い話は一
切ない。中にはその辺に言及しようとする者もいる
が、広田が昔からのウィットやユーモア、時に睨み
で舵取りをする。それが長続きの所以で、かつての
係の雰囲気そのままに、和気藹々を絵に描いたよう
な会となる。
興味深いことに、70歳、80歳でも現役を続けてい
る人が多い。それも、係長止まりだった人ばかりだ。
平職員のまま定年だった人も結構いる。管理職は引

退して無職だ。
現役といっても民間や関係団体への定年後の再就

職である。管理職は65歳までは部長等の肩書で天下
り再就職するが、それで引退してしまう。お次が控
えているからだ。
係長や平職員だった人たちは行先でも大抵係長だ。

つまり、実務を担っている。役所との契約業務や工
事費の積算など、役所で培ったスキルがそのまま役
に立っている。
しかも、広田の薫陶を受けたためだろう、実務が

的確で手早だ。人当たりも良い。そうなると、職場
が彼らを手放さない。欠かせない戦力となる。健康
な限りいつまででもいてくれと経営者に懇願される。
残念ながら、管理職のスキルはその職場では必要

ない。すでにそのポジションをこなしているプロパー
職員がいるからだ。せいぜい役所幹部との顔つなぎ
やトラブル発生時の交渉役だ。それなら、３年交代
で新しい幹部退職者に代わってもらった方がよい。
すぐに賞味期限切れになるからだ。よほどの大物幹
部でない限り役に立たなくなる。
広田係長は人柄の良さと裏腹に仕事には厳しかっ

た。彼は口癖のように若い職員に言っていた。「長い
人生だ、手に職だよ。事務屋だって技術屋だって実
務能力だ。しかし、もっと大事なのは心身の健康だ
からな」
	 （新戸　拓）

コラム
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手に職


